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宇部市総合計画審議会起草委員会（第２回）議事録【要旨】 
 

日  時 平成２１年７月２７日（月）１５：００～１７：００ 

場  所 市役所４階 第３・４委員会室 

 

出席者 

（委 員） 

光 井 一 彦  横 屋 幸 児  有田信二郎  三 浦 房 紀  脇   和 也 

 

（事務局） 

総 合 政 策 部 長 芥川貴久爾  同 部 次 長 小川  徹 

新総合計画策定室長 廣 中 昭 久  同室長補佐 河 村 真 治  同室主査 篠 原   功 

（コンサルタント：ランドブレイン株式会社） 

田 中 元 清  石 村 壽 浩 

（宇部市新総合計画策定本部専門部会正副部会長） 

環 境 部 次 長 今 川 利 夫  健 康 福 祉 部 次 長 岡 田 利 三 

教 育 次 長 杉 本 繁 雄  経 済 部 次 長 部 坂 博 美 

 

欠席者 

（委 員） 

玉 重 彰 彦 

 

一般傍聴者 

なし 
 

１ 答申書案の詳細検討について 

前回の会議における各委員の指摘等を踏まえて修正した答申書案（資料１）の修正内容を事

務局が説明、続いて、今回の答申書案に対して事前に委員から提出された意見を整理した資料

２を参照しながら、第１部から順を追って検討した。字句の修正を除く主な内容は以下のとお

り。 

 

＜第１部 基本構想案の策定に当たって＞ 

 

①３頁「３ 今後の取組」の 1 行目の「全体会議、分科会及び起草委員会を複数回開催し」

の部分は、具体的な開催回数を記述することとした。 

 

＜第２部 第 1 章 大きな時代背景と社会環境の変化＞ 

 

②６～7 頁の図表には図表番号を付し、本文中で図表番号を引用し、本文と図表の関係性を

明確にすることとした（次章以降の図表も同様）。 
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③７頁の経済関係図表については、答申までの間にデータの更新があった場合は、直近のも

のに置き換えることとした。 

 

④８頁以降に「ＮＰＯ」への言及があるが、法人の性格や市内の団体数などの情報が無いと、

市民が読んだときに、具体的なイメージがわきにくいのではないかという意見があった。 

 

＜第２部 第２章 本市の地域特性＞ 

 

⑤11 頁「３ 社会的・歴史的条件」における本市の強みとして、「医療環境の充実」も加え

ることとした。 

 

＜第２部 第３章 まちづくりの課題＞ 

 

⑥12 頁の市民意識調査の記述に、調査の標本数も加えることとした。 

 

⑦12 頁の主要施策の満足度・重要度の相関図と順位表において、施策番号が市民意識調査時

の設問順（施策体系順）に付番されており、図上にプロットされている施策と表中の施策

が突合しにくいため、プロット順（重要度順）に番号を振り直すことを検討したが、次回

以降の調査で同一施策を追跡していくことを想定し、付番順は現行どおりとした。 

 

＜第２部 第４章 今後のまちづくりに向けたコンセプト＞ 

＜第２部 第５章 まちづくりの基本理念＞ 

 

⑧市制施行時の「誓文五則」の内容と基本理念の内容の整合性を確認してほしいという意見

があった。 

 

＜第２部 第６章 求める都市像＞ 

 

⑨20 頁「分野別目標」の産業振興分野の目標について、「農水商工が連携した地域ブランド

の創出により、」という目標達成のための手法・手段も含めた内容になっており、ほかの

分野の目標の表現と合わないことから、該当部分を削除することとした。 

 

＜第２部 第７章 まちづくりのために＞ 

 

⑩「２ まちづくり戦略」において、「安心」「健康」「市民力」「地域ブランド」の各キ

ーワードには「生活環境」「健康福祉」「教育文化」「産業振興」の全分野の取組内容が

あるが、「環境」キーワードには「健康福祉」の取組内容が無いため、当該取組内容を追

加したらどうかという意見があり、健康福祉分科会委員長に検討を依頼することとした。 
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⑪「２ まちづくり戦略」の各キーワードの「（4）成果目標」設定の是非について、前回に

引き続き検討した結果、以下のような理由から、市民満足度を成果目標として設けること

は見送ることとした。 

 

・根拠ある目標値の設定が困難である。 

・評価に当たって、他都市の状況と比較の視点が入りにくい。 

・実行計画の成果指標の達成度と市民満足度は直接的には結び付かない。 

・市民満足度は、経済情勢や市民の価値観の変化などの外的要因に大きく左右される。 

 

それに代わり、第 7 章の章末に、昨年度の市民意識調査結果における主な市民満足度の

現状値を掲げ、その向上を目指すこととし、今後その推移を追跡調査することとした。 

 

⑫24 頁の「安心」キーワードの「（1）目指すべきまちの姿」において、「学園都市」の内

容を加味し、１項目と２項目が修正されているが、「学園都市」を３項目として別立てと

し、１項目と２項目は従来の内容を生かす方向で再修正することとした。 

 

⑬24 頁の「安心」キーワードの「（2）取組内容」の２項目の「質的整備」の意味について、

新設から既存資源の改善・改修に比重を移すという意味で、ソフト面のみならずハード面

も含むということで意思統一が図られた。 

 

次回の起草委員会は最終回とし、第 7 章の途中から再開し、第８章、第９章までの検討を終

える予定 

 

２ 次回日程 

平成 21 年 8 月 17 日(月) 13:30～15:30 宇部市役所４階 第３・４委員会室 

 


